
＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

住 ま い の パ イ オ ニ ア 住 ま い の パ イ オ ニ ア 
10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 

058-388-0077 

【出題範囲】 
 

【検 定 料】 
【申込期限】 
【申込書・テキスト】 
 

【申込方法】 
 
 
 
 
 

【受 検 票】 
【合格発表】 
【応募・問合先】 

笠松町の自然・文化・歴史・産業・観光・行政など 
※初級と中級は検定テキストからのみ出題されます。 
無料 
平成31年1月31日（木） 

役場企画課・笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館・歴史未来館・ふらっと笠
松で配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。 

申込書に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。 
①持参 申込書配布施設の窓口に提出 
②郵送 申込書を役場企画課に郵送 
③FAX 役場に申込書を送信 
④電子メール タイトルを「笠松力検定申込み」とし、ダウンロードした 
 申込書を電子メールに添付して送信 
検定日の7日前までに郵送しますので、検定当日にご持参ください。 
平成31年3月に郵送で通知します。 

笠松力検定委員会事務局（企画課内）　蕁388‐1113　FAX387‐5816 
Eメール　kikaku@town.kasamatu.lg.jp 
〒501‐6181　笠松町司町1番地　笠松町役場企画課 

［初級例題］ 
 
 

［中級例題］ 
 
 

［上級例題］ 

長良川で獲れたあるものを加工し、江戸に献上していました。この献上品はなんですか。
岐阜市では、これらの献上品を運ぶために通った街道を「御鮨街道」と呼んでいます。 
①鯉鮨　　　②鮎鮨　　　③鱒鮨　　　④鮒鮨 
平成29年（2017年）に「住宅主屋、土蔵、門及び塀」が国登録有形文化財に登録さ
れたのは何家ですか。 
①戸田家　　②杉山家　　③野田家　　④和田家 
毎年4月に行われる笠松春まつりでは、「奴行列」が町内を練り歩き、八幡神社と 
　　　神社に奉芸されます。 

※出題や採点の問合せには、お答えできませんのでご了承ください。 

【受検資格など】 区分 受検資格 

初級 

中級 

上級 

出題形式 

4者択一 50問 

4者択一 25問 
記述 25問 
 計50問 
記述 20問 
論述 1問 
 計21問 

検定時間 

60分 

60分 

90分 

合格基準 

70点 

70点 

80点 

笠松町に興味や関心のある 
中学生以上の方 

（小学生のキッズ検定合格者を含む） 

初級合格者 
（中学生のビギナー検定合格者を含む） 

中級合格者 

第10回笠松力検定受検者 第34回　町民スキー教室 

【日　　時】 
 
 

【場　　所】 
【参加資格】 
【参 加 費】 
 
 

【定　　員】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

2月17日（日） 
午前6時50分に笠松中央公民館駐
車場へ集合 
郡上高原スキー場（郡上市） 
町内在住・在勤の方 
小学生　3,500円（原則保護者同伴） 
中学生以上　4,000円 
※レンタルスキー・リフト代など別 
20人（定員になり次第締切） 
2月1日（金） 

町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231

個人住民税の特別徴収（給与天引き） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　岐阜県と県内市町村は、給与所得者の方の
利便性の向上を推進するとともに、地方税法な
どに基づく適正な課税と徴収を行うため、個人
住民税の特別徴収を推進しています。 
　個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与
支払者）が所得税の源泉徴収と同様に、従業
員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払
う給与から個人住民税を天引きし、納入してい
ただく制度です。 
　所得税の源泉徴収義務がある事業主は特
別徴収義務者として、法人・個人を問わず、個
人住民税を特別徴収していただく必要があります。 
　まだ、特別徴収を行っていない事業主は、制
度をご理解のうえ、ご協力をお願いします。 

税務課　蕁388‐1112かさマルシェ出店者 

【日 に ち】 
【場　　所】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【申込・問合先】 

空き地などの草刈りは計画的に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　空き地などに雑草が生い茂っていると、 
①人目につきにくいため、ポイ捨てや不法投棄

の場所になる 
②夏場に害虫が発生しやすくなる 
③空気が乾燥する季節には火災発生の恐れ

がある 
④道路に雑草がはみ出ると、車や通行人の邪

魔になり交通事故を引き起こす 
など、周辺の住民の迷惑となります。 
　土地の所有者は、定期的に雑草の状態を確
認し、年間を通じて計画的に刈り取りをするよう
にしましょう。 
　また、庭の植木も、隣家や道路にはみ出ると
迷惑になります。枝を切るなどして、住み良い環
境作りを心がけましょう。 

環境経済課　蕁388‐1114

歳末たすけあい募金 

 
 
 
 
 
 
 

【募金受付先】 

　12月1日から「つながり　ささえあう　みんな
の地域づくり」をスローガンに「歳末たすけあい
共同募金運動」が始まります。 
　この募金は、支援が必要な方が年末年始を
温かく迎えられるよう、さまざまな事業に活用さ
れます。主旨をご理解いただき、多くの皆さまの
ご協力をお願いします。 

岐阜県共同募金会笠松町分会 
（長池408番地の1） 
蕁387‐5332

【日　　時】 
【会　　場】 

平成31年2月10日（日） 午前10時～（受付：午前9時～） 
笠松中央公民館 

町マスコットキャラクター「かさまる
くん・かさまるちゃん」イラスト 

 
 
 

【応募期限】 
【応募方法】 
 
 
 
 
 
 
 

【選定方法】 
【応募・問合先】 

　2月号広報紙に掲載するイラストを募集します。 
　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼ
ントします。 

12月25日（火） 
 

作品と応募用紙（町
ホームページからダウ
ンロードできます ）を
企画課へ持参または
郵送・メールでご応募ください。作品は約20cm
の正方形の用紙に手書きか、画像ファイル（Jpeg
形式かGif形式）どちらでも構いません。 

企画課で決定 
企画課　蕁388‐1113 

Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

5月19日（日） 
笠松みなと公園 

　「かさマルシェ」を開催し
ます。かさマルシェに出店し
て私たちと一緒に盛り上げ
たい、楽しみたい、という方
を募集しています。 
　マルシェ出店経験のある方はもちろん、今後
マルシェへ出店を考えている方は、下記の問合
先までご連絡ください。詳しくは専用ホームペー
ジをご覧ください。 

笠松町商工会　蕁388‐2566 
専用ホームページ　http://casamarche.gifu.jp

過去には、こんな問題が出題されています（答えは裏表紙） 

受検者には 
第10回記念の粗品 

を進呈 

平成30年12月1日　第1099号 平成30年12月1日　第1099号 


